
議 第 １ １ 号  

 

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利

用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人

情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に

つ い て  

 

本 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に

関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 １ ６ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番

号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人

情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の

利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供

に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 条 例 第 ４ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 ２ 条 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。  

⑹  特 定 個 人 番 号 利 用 事 務  法 第 １ ９ 条 第 ８ 号 に 規 定 す る 特 定 個

人 番 号 利 用 事 務 を い う 。  

⑺  利 用 特 定 個 人 情 報  法 第 １ ９ 条 第 ８ 号 に 規 定 す る 利 用 特 定 個 人

情 報 を い う 。  

第 ４ 条 第 １ 項 中 「 法 別 表 第 ２ の 第 ２ 欄 に 掲 げ る 事 務 」 を 「 特 定 個 人

番 号 利 用 事 務 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 法 別 表 第 ２ の 第 ２ 欄 に 掲 げ る

事 務 」 を 「 特 定 個 人 番 号 利 用 事 務 」 に 、 「 同 表 の 第 ４ 欄 に 掲 げ る 特 定
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個 人 情 報 」 を 「 利 用 特 定 個 人 情 報 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 「 当 該 特

定 個 人 情 報 」 を 「 当 該 利 用 特 定 個 人 情 報 」 に 改 め る 。  

別 表 第 １ の ２ ５ の 項 中 「 体 外 受 精 及 び 顕 微 授 精 」 を 「 不 妊 治 療 」 に

改 め 、 同 表 中 ３ ０ の 項 を ３ ２ の 項 と し 、 ２ ９ の 項 を ３ １ の 項 と し 、 ２

８ の 項 を ３ ０ の 項 と し 、 ２ ７ の 項 を ２ ８ の 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の １

項 を 加 え る 。  

29 市長 ひとり暮らし老人又は寝たきり老人に対する医療費の助 成 に

関する事務であって規則で定めるもの 

別 表 第 １ 中 ２ ６ の 項 を ２ ７ の 項 と し 、 ２ ５ の 項 の 次 に 次 の １ 項 を

加 え る 。  

26 市長 不育症治療に係る費用の助成に関する事務であって規則 で 定

めるもの 

別 表 第 ２ の ４ ４ の 項 中  

「               「   

障害者関係情報  障害者関係情報 

  医療保険給付関係情報 

」 を              」 に 改

め 、 同 表 ４ ５ の 項 中  

「               「  

生活保護関係情報  生活保護関係情報 

  医療保険給付関係情報 

」 を              」 に 改

め 、 同 表 ４ ７ の 項 中 「 体 外 受 精 及 び 顕 微 授 精 」 を 「 不 妊 治 療 」 に 、  

「  

地方税関係情報  地方税関係情報 

  医療保険給付関係情報 

」 を              」 に 改

め 、 同 表 中 ４ ９ の 項 を ５ ０ の 項 と し 、 ４ ８ の 項 を ４ ９ の 項 と し 、 ４ ７

の 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

48 市長 不育症治療に係る費用の

助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報 

医療保険給付関係情報 

 別 表 第 ２ に 次 の よ う に 加 え る 。  
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51 市長 ひとり暮らし老人又は寝

たきり老人に対する医療

費の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報 

生活保護関係情報 

医療保険給付関係情報 

附  則  

こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の  

利 用 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ）

の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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関
係
情
報
 

生
活
保
護
関
係
情
報
 

外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
 

（
略
）
 

47
 
市
長
 

 

体
外
受
精
及
び
顕
微
授
精
に
係
る
費

用
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

規
則
で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
 

 
 

 

48
 
市
長
 

 

療
育
相
談
等
の
発
達
相
談
業
務
、
児

童
発
達
支
援
事
業
及
び
計
画
相
談
事

業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

規
則
で
定
め
る
も
の
 

 

地
方
税
関
係
情
報
 

障
害
者
関
係
情
報
 

特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
 

療
育
手
帳
関
係
情
報
 

49
 
市
長
 

児
童
福
祉
法
に
よ
る
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

生
活
保
護
関
係
情
報
 

児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
 

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
関
係
情
報
 

外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
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改
正
後
 

改
正
前
 

51
 
市
長
 

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
又
は
寝
た
き
り

老
人
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
 

生
活
保
護
関
係
情
報
 

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
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